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地域興し施策は、全国的な取組み課題となっています。 
地域ブランド(地名入り商標)とは、一般の産品と地域産品との差

別化を図りたいときに、事業協同組合等が出願できる商標です。 

地域ブランドの例としては、「信州味噌」「宇都宮餃子」など

ですが、平成１８年４月からはある程度周知にすれば、地域ブ

ランドを権利化できるようになりました。 

共同して同じ地名入り商標を使用しますので、ブランドパワ

ーで特産品を生み、商品活力を何倍にもします。 
 

① 組合や社団で使用している地名入り商標があるとき。 
② 既に同業者が使用している慣用商標があるとき。 
③ 地域興しの商品を開発しているとき。 
 

当所は、商標に関する専門事務所としてバックアップ致しま

す。地域ブランドについてもお気軽にご相談下さい。 

どうぞ、当所の商標ホームページをご覧下さい。 
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